
  

津 市 15歳年度末 15歳年度末
有

（※1）
無 無

未就学児
（0～6歳年度末）

（※2）

※1 R6.9.1～所得制限無
※2 R6.9.1～現物給付の上限を15歳年度末まで拡大

四 日 市 市
15歳年度末

（※1）
15歳年度末

（※1）
無 無 無

中学生
（0～１5歳年度末）

（※2）

※1 R6.9.1～対象者の範囲を18歳年度末まで拡大
※2 R6.9.1～現物給付の上限を18歳年度末までに拡大

伊 勢 市 15歳年度末 15歳年度末
有

（※1）
無 無

未就学児
（0～6歳年度末）

（※2）

※1 R6.9.1～所得制限無
※2 R6.9.1～現物給付の上限を15歳年度末まで拡大

松 阪 市 18歳年度末 18歳年度末
有

（※1）
有 無 （※2）

※1 R6.9.1～所得制限無

※2
①未就学児（0～6歳年度末）のうち、
●保護者の所得が児童扶養手当所得制限額未満の場合は現物
給付
●保護者の所得が児童扶養手当所得制限額以上の場合は医療
機関窓口での支払いを1受診につき上限1,000円（H31.4.1～）
②高校生世代の保護者の所得が児童扶養手当所得制限額以上
の場合は自己負担額の2分の1を助成（H31.4.1～）
※R6.9.1～②の規定を撤廃し全額助成

桑 名 市 18歳年度末 18歳年度末 無 無 無 18歳年度末まで

鈴 鹿 市 15歳年度末 15歳年度末 無 有 無
中学生

（0～１5歳年度末）

名 張 市 15歳年度末 15歳年度末 有 無 無
中学生

（0～１5歳年度末）

尾 鷲 市 18歳年度末 18歳年度末 有 無 無
未就学児

（0～6歳年度末）

亀 山 市 15歳年度末 15歳年度末 無 無 無
未就学児

（0～6歳年度末）
（※）

※R6.9.1～現物給付の上限を15歳年度末まで拡大

鳥 羽 市 15歳年度末 15歳年度末 無 無 無
未就学児

（0～6歳年度末）

熊 野 市 18歳年度末 18歳年度末
有

（※）
無 無

未就学児
（0～6歳年度末）

※R6.9.1～所得制限無

い な べ 市
18歳年度末

（※）
18歳年度末

（※）
無 無 無

未就学児
（0～6歳年度末）

※R6.4.1～対象者の範囲を18歳年度末まで拡大

志 摩 市
15歳年度末

（※1）
15歳年度末

（※1）
有

（※2）
無 無

未就学児
（0～6歳年度末）

（※3）

※1 R6.9.1～対象者の範囲を18歳年度末まで拡大
※2 R6.9.1～所得制限無
※3 R6.9.1～現物給付の上限を18歳年度末まで拡大

伊 賀 市 15歳年度末 15歳年度末  無 無 無
中学生

（0～１5歳年度末）

木 曽 岬 町 18歳年度末 18歳年度末 無 無 無
未就学児

（0～6歳年度末）
（※）

※R6.9.1～現物給付の上限を18歳年度末まで拡大

東 員 町 15歳年度末 15歳年度末 有 有 無
未就学児

（0～6歳年度末）

菰 野 町 15歳年度末
15歳年度末

　（※1）
有

（※2）
有 無

中学生
（0～１5歳年度末）

中学生(15歳年度末まで)の所得制限を12歳年度末までと同額に
拡大（R2.4.1～）。
※1 福祉医療費助成対象外の18歳年度末までの者については、
重度疾病児童等医療費負担軽減制度あり
　（Ｈ30.4.1受診分より）
※2 R6.9.1～所得制限無

朝 日 町 15歳年度末 15歳年度末 無 無 無
未就学児

（0～6歳年度末）

川 越 町 18歳年度末 18歳年度末 無 有 無
中学生

（0～１5歳年度末）
（※）

※R6.9.1～現物給付の対象者を18歳年度末まで拡大

多 気 町 15歳年度末 15歳年度末 無 無 無
未就学児

（0～6歳年度末）

明 和 町 15歳年度末 15歳年度末 有 無 無
未就学児

（0～6歳年度末）

大 台 町 15歳年度末 15歳年度末 有 無 無
未就学児

（0～6歳年度末）

玉 城 町 15歳年度末 15歳年度末 無 無 無
未就学児

（0～6歳年度末）
（※）

※R6.9.1～現物給付の上限を15歳年度末まで拡大

度 会 町 15歳年度末 15歳年度末
有

（※1）
無 無

未就学児
（0～6歳年度末）

（※2）

※1 R6.9.1～所得制限無
※2 R6.9.1～現物給付の上限を15歳年度末まで拡大

御 浜 町 18歳年度末 18歳年度末
有

(※１)
無 無

未就学児
（0～6歳年度末）

（※2）

※1 R6.9.1～所得制限無
※2 R5.9～現物給付の対象医療機関等の範囲を和歌山県新宮
市まで拡大（対応可能医療機関のみ）

紀 宝 町 18歳年度末 18歳年度末 無 有 無
未就学児

（0～6歳年度末）
（※）

※R6.9.1～
和歌山県新宮市の医療機関を受診する場合、現物給付の対象
年齢を社会保険加入者のみ18歳年度末まで拡大
県内の医療機関を受診する場合、現物給付の対象年齢を18歳年
度末まで拡大

大 紀 町 18歳年度末 18歳年度末 無 有 無
未就学児

（0～6歳年度末）
（※）

※R6.9.1～現物給付の上限を18歳年度末まで拡大

南 伊 勢 町 18歳年度末 18歳年度末 無 無 無
未就学児

（0～6歳年度末）
（※）

※R6.9.1～現物給付の上限を18歳年度末まで拡大

紀 北 町 18歳年度末
15歳年度末

（※1）
有

（※2）
無 無

未就学児
（0～6歳年度末）

※1 R6.9.1～　対象者の範囲を18歳年度末まで拡大予定
※2 R6.10.1～児童手当法の所得制限を適用しているため、同法
の所得制限撤廃後は、福祉医療でも所得制限を撤廃予定。

合 計 拡大29 拡大29 有14 有7 有0
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